
①取組内容
令和６年度

〇部活動地域移行検討委員会
１回目（ ５月）新年度事業の取組内容
２回目（１２月）モデル団体実証事業報告

スポーツ分科会報告
市推進計画骨子案審議

３回目（３月頃）市推進計画案審議
次年度の体制

〇部活動指導員の配置
４名継続配置
・花輪中学校：陸上部、吹奏楽部
・十和田中学校：バスケットボール部
・八幡平中学校：バレーボール部

〇部活動地域移行推進計画の策定
素案作成→検討委員会にて意見収集→R7.3策定

〇地域移行コーディネーターの配置
学校（部活動）と関係団体、スポーツ協会、市

教委との間で地域移行を進めるための協議や調整
などを行う人員の配置（１名）

〇モデル団体活動実証事業
競技団体等からの協力を得て、実際に活動する

ことによって生じる課題を整理し、地域にあった
休日の部活動の地域移行の取組を検証（３団体）。

（３）令和８年度の取り組みについて

〇部活動地域展開推進委員会
１回目（ ５月頃）新年度事業の取組内容
２回目（１１月頃）次年度の体制協議

〇部活動指導員の配置
６名継続配置
・花輪中学校：陸上部、吹奏楽部
・十和田中学校：バスケットボール部
・尾去沢中学校：吹奏楽部
・八幡平中学校：バレーボール部、吹奏楽部

〇部活動地域移行推進計画に
基づいた取組の実施【Ｒ8末40％】
計画期間：令和7年度〜令和12年度

〇地域展開コーディネーターの配置
部活動の地域展開を進めるための地域クラブ等の活

動に対する助言指導、学校（部活動）と関係団体との
調整や定期的な情報発信（通信等）

〇モデル団体活動実証事業
【集合型】継続３競技+新規１競技
参加者が１会場に集合して競技団体の指導者から
指導を受ける

【学校訪問・合同部活動型】継続２団体（回数増）
競技団体等から指導者を各中学校に派遣する

令和８年度

〇スポーツ分科会の設置による検討
１回目（ ６月）現状と課題の共有
２回目（１１月）分科会意見とりまとめ

〇スポーツ分科会による検討
取組事例共有、活動基準の検討 等

〇指導者バンクの運用開始

〇部活動地域移行推進委員会
１回目（ ５月頃）新年度事業の取組内容
２回目（ ３月頃）モデル団体実証事業報告

次年度の体制

〇スポーツ分科会による検討
１回目（ ６月頃）指導者バンク検討
２回目（１０月頃）次年度の体制

〇指導者バンク等の創設検討

〇部活動地域移行推進計画に
基づいた取組の実施【Ｒ7末20％】
計画期間：令和7年度〜令和12年度

〇部活動指導員の配置
４名継続、２名新規配置
・花輪中学校：陸上部、吹奏楽部
・十和田中学校：ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部
・尾去沢中学校：(新)吹奏楽部
・八幡平中学校：ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部、(新)吹奏楽部

〇地域移行コーディネーターの配置
学校（部活動）と関係団体、市教委との間で

地域移行を進めるための協議や調整と定期的な
情報発信（通信等）

〇モデル団体活動実証事業
【集合型】２競技+新規１競技
参加者が１会場に集合して競技団体の指導者

から指導を受ける
【学校訪問型】２団体
競技団体等から指導者を各中学校に派遣する

令和７年度

〇地域クラブ活動認定制度の構築

２７

〇児童生徒・教職員・保護者ｱﾝｹｰﾄの実施



総務学事課

実 証
【学校訪問・
合同部活動型】

スポーツ振興課

コーディネーター

鹿角市教育委員会

・スポーツ分科会主宰
・モデル事業運営
・指導者バンク運用
・認定地域クラブ活動指
導者登録制度検討

・推進委員会主宰
・部活動指導員配置
・モデル事業運営
・地域クラブ活動認定制度検討
・保護者⽀援策検討

生徒
保護者

学校

・生徒派遣費補助

競技団体等
・大会派遣補助
・モデル事業打診

モデル事業検証

（３）令和８年度の取り組みについて

実 証
【集合型】

親の会

対象：継続３競技+新規１競技
活動：団体活動
方法：活動場所を１会場に集約
回数：年１０回以上
受益者負担：原則有

対象：２団体
活動：部活動
方法：各中学校の部活動に競技団体等

から指導者を派遣
回数：各校３回程度（合同含む）
受益者負担：無

②取組体制

教職員

兼職兼業
制度運用

制度周知
意見集約

指導者バンク登録者派遣

意見聴取・調整・助言指導 協議
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③モデル団体活動実証事業

（３）令和８年度の取り組みについて

R8モデルパターン①
【集合型】
（４競技×年１０回程度）

⇒休日の地域展開の取組を検証

協力

運営

⇒休日の地域連携の取組を検証

R8モデルパターン②
【学校訪問・合同部活動型】
（２団体×４校×各３回程度）

２９



④モデル団体活動実証事業の方針（令和８年度版）
（３）令和８年度の取り組みについて

Ａ 集合型
（地域クラブ活動）

Ｂ 学校訪問・合同部活動型
（地域連携による部活動）

実施・運営主体
（共催）

競技団体、総合型地域スポーツクラブ、
スポ少、親の会、新規クラブチーム等

吹奏楽及び地域クラブ活動による活動が進みにくいと
判断した運動部活動

対象となる生徒 希望者を原則としつつ、
団体の意見を優先し、部員のみの対象も可とする。 部員のみ

指導者上限人数
［ １回５人（参加生徒が少数の場合は2人程度に調整）］

※上記人数を超える指導者が必要な場合は、団体ごとに謝礼の⽀払い等の運用体制を検討する。

指導者謝礼

［ ＠3,000円／回（３時間の活動を想定）］
※上記を超える謝礼金が必要な場合は、団体ごとに保護者負担を検討し、運用する。
※スポーツ活動については、「鹿角市スポーツ指導者登録バンク」への登録者を対象とする。
※指導者の保険は各団体または個人負担とし、保護者負担を求めることも可。スポーツ安全保険を推奨。
・モデル事業はＲ10までとし、それまでに団体⽀援策としての⽀
援の必要性を検討していく。

・報酬を⽀援するとした場合における報酬額や上限人数等もそれ
までに検討する。

・Ｒ11以降は運動部の休日の活動がなくなることから、運
動部におけるこの型での実証は徐々に減らしていく方向。

・吹奏楽については、次期計画期間内（Ｒ13〜）での体制
を検討していく。

活動内容

［ 年１０回程度］
※学校との調整により、休日等の部活動を休業して活動した回数
※10回以上の設定も可であるが、市による指導者謝礼は10回を上
限とする。

※活動とは別に、市教委や顧問との意見交換を実施。

［ 各校３回程度］
（複数校による合同部活動を含む）

※３回以上の設定も可であるが、市による指導者謝礼は各
校３回を上限とする。

※活動とは別に、市教委や顧問との意見交換を実施。

活動⽀援 ・活動時間中の施設使用料の免除（市教委事業としての申込）
・消耗品 ＠10,000円／団体（ボール等を想定） ・消耗品 ＠10,000円／団体（ボールや楽譜等を想定）

保護者負担 年会費や参加費、保険料などを団体ごとに検討し、集金・運用する（周知は教育委員会で対応）。

活動日における
学校部活動と

顧問の参加

学校部活動：なし 顧問の参加：なし
※本事業の活動に顧問が参加する場合は、兼職兼業制度の活用ま
たはボランティアでの参加となる。

学校部活動：あり 顧問の参加：あり
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（３）令和８年度の取り組みについて
⑥年間スケジュール
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各委員より
・地域クラブ活動の状況
・中体連の状況
・各学校の来年度の部活動募集状況 等

（４）情報共有

メモ

３２



令和８年度

第１回推進委員会（５月頃） 推進委員委嘱
昨年度までの検討内容と令和８年度の取り組みについて

モデル団体活動実証事業（５〜２月頃）
集合型 ４競技（卓球・ｿﾌﾄﾃﾆｽ・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ・陸上）×年１０回
学校訪問型+合同部活動型 ２団体（野球・吹奏楽）×４校各３回

児童生徒・教職員・保護者アンケートの実施（７月頃）

スポーツ分科会（１０月頃） 分科会会員委嘱、取組事例共有、活動基準の検討

第２回推進委員会（１１月頃） 次年度の体制案協議、市推進計画進捗報告

（５）今後のスケジュール

３３


